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令和６ 年度第１ 回下野市行政改革推進委員会 

 

日時    令和６ 年８ 月５ 日（ 月）  午前１ ０ 時０ ０ 分から 午前１ １ 時０ ０ 分 
出席委員  中村祐司会長、 野田善一委員、 金田幸子委員、 柳澤正弘委員、 川俣一由委員、  

小林政則委員、 中西稔委員、 髙橋志津子委員 

欠席委員  平井勲委員、 太田芳一委員 

市側出席者 伊澤総合政策部長、 倉井総務部長、 直井市民生活部長、 荻原健康福祉部長、  

伊澤産業振興部長、 倉持都市建設部長、 濱野会計管理者、 五月女議会事務局長、

高山教育次長 

（ 事務局）  川俣総合政策課長、 早乙女課長補佐、 漆原副主幹、 土屋主事 

公開・ 非公開の別  公開 

傍聴者     なし  

議事録作成日  令和６ 年１ ０ 月１ ８ 日 

 

○次第 

１  開会       

２  会長あいさ つ 

３  議事       

（ １ ） 第四次下野市行政改革大綱実施計画の改定及び進捗状況報告書について 資料１  

（ ２ ） 第四次下野市行政改革大綱の期間延長について 資料２  

（ ３ ） 令和６ 年度委員会日程について 資料３  

（ ４ ） その他 

４  閉会    

 

 

○開会 

事務局： 令和６ 年度第１ 回下野市行政改革推進委員会を開会し ます。  

 

○会長あいさ つ 

中村会長： こ の行革委員会では委員の方々の持ってる 知見がいかんなく 発揮さ れて私も 勉強に

なり ます。 今回は市の部長を始め、 教育次長、 会計管理者、 議会事務局長が揃って出

席し ていま すので、 互いに意見をやり と り でき る 機会は中々無いと 思いま す。  
今日の会議が終わり ま すと 、 対象事業の選定から 、 ２ 回にわたってやり と り をし て、

評価を出し て終わり ではなく 、 それに対する 意見交換も ある と いう こ と でですね。 こ

のあたり が下野市の行革に向き 合う 豊かさ だと 思いま す。  
今は協働の時代と いう こ と で、 公共の担い手が企業も あり ＮＰ Ｏも あり 、 ま ちづく り

団体の市民も あり と いう 時代に変わる 中で、 如何にし たら その行政サービス の中身を

充実し たも のにし て継続し ていく かと いう こ と が非常に重要だと 考えてま す。  
そう いった意味でも 今日は第１ 回であり 出発点と いう こ と で、 私自身も 改めて気持ち

を新し く し て向き 合いたいと 考えており ま す。  

 

総合政策課長： 議題に入る 前に、 今年度初めての委員会と いう こ と も あり ま すので、 本日出席

し ており ま す執行部職員の紹介をさ せていただき ま す。  
【 執行部職員自己紹介】  

 

総合政策課長： それでは議事に入り たいと 思います。 行政改革推進委員会条例第６ 条によ り 会

長が議長になる と し ており ま すので、 以降の議事進行につき ま し ては、 中村会長にお

願いいたし ま す。  
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中村会長： 早速議事に入り たいのですが、 その前に会議成立確認と 、 会議の公開、 会議録署名

についてお諮り し ます。 本日の欠席委員は、 ２ 名ですね。 委員数１ ０ 名のう ち、 過半

数以上の委員が出席し ていま すので、 こ れは下野市行政改革推進委員会条例第第２ 項

の規定によ り 会議は成立と なり ま す。  
傍聴者はいま せん。 今回の会議録署名人委員に金田委員と 柳澤委員を指名いたし ま

す。 署名人の方は、 本日分の会議録に署名し ていただく こ と になり ますのでよ ろし く

お願いいたし ま す。  

 

（ １ ） 第四次下野市行政改革大綱実施計画の改定及び進捗状況報告書について 

中村会長： 第４ 次下野市行政改革大綱、 実施計画の改定及び進捗状況報告書についてです。 事

務局よ り 説明をお願いし ま す。  
【 事務局よ り 資料１ について説明】  

 

中村会長： 今回は部長級職員の同席も ございま し て、 時間は限ら れますが進捗状況について意

見交換の時間を持ちたいと 思いま す。 貴重な機会ですので、 質問やご意見などあり ま

し たら お願いいたし ま す。  
資料を読ま せても ら って、 ちゃんと 進捗率達成し ている のかど う か、 今回の取り 組み

内容と 進捗状況のこ と を興味深く 読ま せても ら ったと いう こ と で次回以降に向けて、

我々の視点にと って役立つ資料と し て受け止めまし た。  

 

中西委員： こ れは基本的に５ 年間、 ６ 年間と 期間があって、 最終年度があって、 いわゆる 初年

度に対し て最終年度はこ こ ま で持ち上げよ う と いう 具体的な目標があって、 それぞれ

毎年ごと のマイ ルスト ーンがある と いう 形の中で運営をさ れている と いう 感じ で受け

取ってる んですよ 。 各年度ごと のＫ Ｐ Ｉ なども あって、 それを基本的に達成でき る の

かどう か、 それに対し てどう いう よ う な形で評価さ れてる のか。 だから ５ ６ 事業がす

べて同じ 評価だが本当はも っと でこ ぼこ あっても いいんじ ゃないかなと 思う 。 その目

標設定に対し てき ちんと し た評価をさ れてＡ Ｂ Ｃ をつけている のか。  

 

事務局： こ ちら の実施計画は５ 年間の最終的なＫ Ｐ Ｉ は設定し ており ま せん。 去年Ｓ 評価だっ

た事業については、 マイ ナンバーカード を活用し た自治体独自のサービス の検討と い

う 事業で、 昨年は予定を前倒し てこ のシス テムを整備し たと いう こ と があったも ので

すから 計画以上の整備を行ったと いう こ と でＳ 評価でし た。 ほかの項目は予定通り な

のでＡ 評価と いう こ と です。  

 

中村会長： その単年度の評価基準がある かと いう こ と ですよ ね。 今年で言う と 対象が５ 年度な

ので、 ５ 年度がＡ 評価と なる 基準。  
 

事務局： あく ま でも 年度計画が基準と なっており 担当課が全体的に計画通り に進めら れたかど

う かが基準であって、 すべて数字や効果等で測れる 計画にはなっていま せん。  

 

中村会長： 進捗状況報告書の一番左側に具体的に上げてる わけですよ ね。 単年度の計画を。 例

えば８ ページでいう と 、 令和５ 年度には、 人材バンク 要綱の見直し 検討と あって、 人

材バンク 登録者の登用件数３ 件と ある んで、 こ れを基準にし て見てく る と 、 Ａ 評価に

なる っていう 理解でよ ろし いんじ ゃないですか。  

 

中西委員： 単年度の基準は単年度の基準で定性的なも のも 当然ある し 、 Ｋ Ｐ Ｉ も 当然ある と 思

いま す。 ただ５ 年間の計画である のなら ば、 基本的には長期目標に対し てどう 進捗し

てる か、 計画通り なのか、 Ｋ Ｐ Ｉ があって基本的にこ れを達成し たら Ａ 評価だってい
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う なら よ く わかり ますが。  
中村会長： ５ 年間の中で見た場合にどう なのかと いう こ と は今のご指摘通り の１ つの重要な見

方ですよ ね。 他の委員から いかがでございま し ょ う か。  

 

野田委員： 報告書の２ ページで、 財政効果と し て権限移譲事務に係る 栃木県市町村総合交付金

が５ ４ ９ 万９ ０ ０ ０ 円、 移住定住促進事業への地方創生交付金と し て２ ０ ２ 万９ ０ ０

０ 円が計上さ れま すが、 こ れはどこ でも やってる よ う な事業に対する 交付金でそれほ

ど特筆すべき 性質のも のじ ゃないんじ ゃないかと 思います。 国でも 県でも 色々な交付

金があって、 職員が色々勉強し て、 新たな交付金を発見し て活用し たっていう も のな

ら 特筆すべき も のだと は思う んですが、 挙げら れてる 資料自体はどこ の自治体も いた

だいている 交付金と いう こ と で、 特記する も のではないんじ ゃないかと 私は思う んで

すが。  

 

中村会長： こ こ に載る ほどのこ と はないのではと いう こ と ですが。 こ れも 努力はさ れてる と 思

う んですが、 如何ですか今の点は。  

 

総合政策部長： 権限移譲はすべて強制的に受けている と いう わけではなく 、 市で考えたう えで

権限移譲事務の判断をし ており 、 県内の市がすべて同じ 事務を受けている と いう こ と

はないです。  

 

中村会長： 市の自助努力反映の面も ある と いう こ と ですね。 タ ブレ ッ ト の６ ７ ０ 万も 黙ってそ

のま ま更新を言われる がま ま やってたら 大変なこ と ですよ ね。 やはり 工夫し て、 性能

やメ ンテナンス も ある んでし ょ う けども 、 こ う いう 費用を浮かす努力っていう のは重

要ですよ ね。  
下野市に限ったこ と ではないが結構更新時期は苦慮さ れたと 思いま す。 ご指摘あり が

と う ございま し た。  

 

金田委員： 議会のと き にタ ブレッ ト で会議をやっている んでし ょ う か。  
 

議会事務局長： 議員全員にタ ブレ ッ ト を携帯し ていただき 、 例えば感染症などで議会を開けな

く なってし ま う と 最終的な決が取れなく なってし ま う ので、 そう いった場合に自宅か

ら でも 参加でき る よ う に、 法令等を整備し て進めています。 出だし は地球温暖化対策

で始まったこ と ですが、 今はそのよ う に活用さ せていただいていま す。  

 

金田委員： いつから やってる んですか。  
 

議会事務局長： ５ 年前から です。  

 

金田委員： 農業委員会でも 使用し ている か。 栃木市に行ったら 農業委員会でタ ブレ ッ ト を使用

し ていたのが下野市はどう なのか。  

 

議会事務局長： 今のと こ ろは、 議会が先行し て進めさ せていただいていま す。  

 

中村会長： 議会の本会議場なんかでも タ ブレッ ト 利用し ている と こ も あり ま すけど、 そこ はぜ

ひ進めて欲し いと 思います。  
 

総合政策部長： タ ブレ ッ ト を使ってペーパーレス化と いう と こ ろなんですが、 今年度から 庁舎

内にＷｉ －Ｆ ｉ の環境を整備し ており 、 部長会議や庁議と いう 幹部職員会議において

職員が日常的に使用し ている ノ ート Ｐ Ｃ を活用し てペーパーレ ス化を図っています。  



4 

 

 

中村会長： 我々にも 突き つけら れた課題でも ある よ う に思いま すね。  

 

（ ２ ） 第四次下野市行政改革大綱の期間延長について 
中村会長： 議題の２ について事務局よ り 説明をお願いし ま す。  
【 事務局よ り 資料２ について説明】  

 

中村会長： 他の自治体でも 行財政の改革の部分を総合計画と 合わせた形で盛り 込むよ う な動き

も 出てき ており ま す。 下野市は行政改革大綱を総合計画に合わせて１ 年延ばすと いう

こ と で令和７ 年度も 対象になる んですけど、 そこ については見直し を図り たいと いう

こ と なんですね。  
皆さ んどう でし ょ う 。  

 

川俣委員： 今は令和２ 年度から ６ 年度になってますよ ね。 こ れが２ 年度から ７ 年度に変わる 。

総合計画に合わせてやる っていう こ と は、 ７ 年度については、 新たに総合計画に含ま

れる であろう 新たな事業を追加する と か、 今ま での実施計画でいら ない部分は削除し

ま し ょ う と いう 解釈でいいのかな。  
我々は来年の７ 月までで任期が終わる ので、 基本的には来年の計画は新し い委員さ ん

の方がやる だろう と 思う んだけど、 そう いう 内容でよ ろし いですか。  

 

事務局： 総合計画が今年度と 来年度の２ ヵ 年で策定を進めている と こ ろですので、 令和８ 年度

から が次期計画の期間と なり ま す。  
行政改革大綱につき ま し ても 、 令和８ 年度から 始ま る 第５ 次行政改革大綱につき ま し

ては新し い総合計画の内容を踏ま えたも のにし たいと 考えており ま す。 今回の延長に

つき まし ては基本的な大綱の部分は、 その期間が変わる こ と 以外は継続と いう 形でや

ら せていただいて、 ただその実施計画の取り 組み自体は、 その次の行政改革大綱を見

据えた形で、 すでにも う 進捗管理が必要なく なったんじ ゃないかと 思われる よ う な事

業については削除し て、 新たにこ れは行政改革に資する も のだと いう も のがあれば入

れ替えていき たいと 考えており ま す。  

 

中村会長： 大綱はそんなに細かいと こ ろま で規定し てないんで、 今の大綱はほと んど変えない

が実施計画の部分で新年度分は変わる と いう 感じ ですよ ね。 ただ、 次の８ 年度以降の

大綱は中身が変わってく る 可能性があり ま すよ ね。  

 

川俣委員： 来年の委員さ んがやる と き は、 期間だけが変わる のか、 それと も 中身が新たに入る

と いう こ と でいいのですか。  

 

事務局： 実施計画自体は期間が令和２ 年から 令和７ 年度と いう 形になり ま す。 中の取り 組みに

ついては、 令和６ 年度までで進捗の確認は終了し ていいだろう と いう も のについては

こ こ から 外す形になり ます。 新たに、 こ れは進捗管理をし た方がいいと 、 行政改革に

資する 事業ですと 判断さ れま し たら こ こ に追加し たいと いう こ と で、 中身の事業につ

いては、 入れ替わり がある と いう こ と です。  

 

中村会長： 前年度の事業を評価の対象と し てま すので、 あく ま でも こ れから 検証する のは令和

５ 年度事業なので、 来年度は令和６ 年度を対象にやる わけですよ ね。 だから その次、

令和７ 年度事業を対象と する と き にその中身が変わる っていう こ と なんですよ ね。 ま

だ令和６ 年度が進行中ですので、 先と 言えば結構先ですよ ね。 今は総合計画の中に行

政改革大綱みたいなこ と を盛り 込んでいく 自治体も あり ま すよ ね。  
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（ ３ ） 令和６ 年度委員会日程について 

中村会長： 議題の３ について説明をお願いし ま す。  

【 事務局よ り 資料３ について説明】  

 

中村会長： 次の会議が１ １ 月だから 大分先だなと 思っても 、 その前に評価対象事業の選定やそ

れに対する コ メ ント 的なこ と も あり ま す。 我々の意見が反映さ れる 機会でも ある と い

う こ と で確認をし ておき たいのですが日程についていかがでし ょ う か。 委員の方々は

昨年の経験も あり ますので大丈夫だと 思う んですけどね。  
 

（ ４ ） その他 

中村会長： 事務局から その他ございま すか。  

 

事務局： 本日の会議の議事録につき ま し ては作成でき 次第、 皆様に送ら せていただき ま す。  
ま た内容をご確認いただき ま し て訂正等があり まし たら ご報告をお願いいたし ます。  
議事録を確定し ま し たら 、 本日指名さ れま し た委員に署名をいただき ま すので、 よ ろ

し く お願いいたし ます。  

 

中村会長： 皆さ んから その他で何かございま すか。  
 

野田委員： 本日の議題には直接関係ないかも し れないのですが、 広い意味での行政改革にあた

る んじ ゃないかと いう こ と で聞き たいのですが。  
最近市内で調整区域の宅地開発が散見さ れま す。 本当に堰を切ったよ う に、 あちこ ち

で開発がなさ れよ う と し てる わけですね。  
私は以前から 下野市のポテンシャ ルを顕在化する ためには市街化区域の拡大を目指す

べき だと いう ふう な考えを持っていま し た。 今般の宅地開発と いう のはいわゆる 都市

計画法３ ４ 条の１ １ 号に則った開発だと 思う んですが、 こ れはこ れで大いに結構だと

思いますが、 なぜこ こ に来てそのよ う な流れになったのかお聞かせいただき たい。  

 

都市建設部長： ３ 町が合併し た当初は、 開発に関し ては県の権限と いう こ と があったわけなん

ですが、 令和３ 年に権限移譲で県の許認可事務が市に下り てき たっていう こ と が１ つ

のき っかけです。 宅地開発については権限委譲さ れた市の許認可をも って開発ができ

る ３ ４ 条の１ １ 号地区を設定し ていま す。  
それに伴って、 以前は過疎化が進んでし ま う よ う な地域の開発を規制し ていたと こ ろ

を新たに９ ヶ 所、 ３ ４ 条の１ １ 号地区と いう 指定し たと こ ろ、 かなり 開発が進んでき

たと いう のが今の現状でございま す。 それが去年から 指定し ま し たので、 現在１ 年と

３ ヶ 月く ら い経ってま すけど、 かなり の数の開発があり ま し て、 今動いてる も のだけ

で１ ０ ０ 区画以上の開発が進んでる っていう のが現状です。 宅地開発の中身と し て

は、 商業施設と かそう いう も のではなく 一般住宅と し てディ ベロ ッ パーが何区画かを

一緒にやる 開発であり 、 そう いう 形で指定し ていま す。  

 

中村会長： その権限移譲が下野市にと っては非常にポテンシャ ルも ある 中で、 良い形で攻めに

出てる と いう こ と なんですね。  

 

野田委員： 実施計画に取り 上げら れたのは地味なも のが多いので、 そう いう も のを入れて良い

のでは。  

 

都市建設部長： 現行の大綱を策定し たのが令和２ 年だったため、 そのあと に始まった事業であ

ったので次期計画には入れても 良いかも し れないですね。  

 




